
・アクションプログラムの実施

・宿泊施設における外国語接遇の向上 など

早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅣⅣ 観光・地域活性化戦略観光・地域活性化戦略 ～観光立国の推進～～観光立国の推進～

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

訪日外国人を2020年
初めまでに2,500万人
将来的には3,000万人

とする

経済波及効果10兆円
新規雇用 56万人

１．訪日外国人旅行者の誘致

中国人訪日観光査証の取得容易化・訪日中国人の拡大

３．国内観光需要の喚起

国内観光需要の喚起

需要創出効果 約１兆円
円滑な導入へ向けた休暇取得の分散化
の周知 休暇取得分散化の本格実施

入国審査に要する時間の短縮

PDCAサイクルを活用した目標・成果管理
の徹底 （2013年度に「チェック」の実施）

祝日法改正法案の提出

有休取得促進、学校休業日の柔軟な
設定に係る実証事業の実施

海外出先機関におけるワンストップサービス

2020年訪日外国人2,500万人

の目標達成に向けたアクション
プログラムの作成、実施
（訪日外国人旅行者の国別目標設定）

検討 試行 展開

地域の観光を支える人材育成の推進（通訳案内士制度の見直し等）

ポテンシャルのある地域を選定し、省庁横断的
に集中支援

地域の特性に応じた
様々な観光拠点整備を
実現

創意工夫を活かした観
光地づくり、人材の育
成を促進

２．観光地の魅力度向上

MICE(※)の積極的な誘致・開催の推進

文化、芸術、スポーツ、環境、医療等をきっかけとした新たな需要開拓など、日
本における新たな観光資源のポテンシャルについての検討

※ 企業等の会議、企業の行う報奨・研修旅行、国際会議、イベント、展示会・見本市の総称

魅力ある観光地づくりのための環境整備に向けた規制緩和等の検討・実施

交通アクセスの改善、安全・安心なまちづくりの推進



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅣⅣ 観光・地域活性化戦略観光・地域活性化戦略 ～地域資源の活用による地方都市再生、成長の牽引役としての大都市の再生～～地域資源の活用による地方都市再生、成長の牽引役としての大都市の再生～

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

１．大都市の再生

拠点形成による
国際競争力等の向上

大都市の成長戦略の策定、大都市のイ
ンフラ整備のマスタープランとなる「大都
市圏戦略基本法（仮称）」案の提出

「大都市圏戦略基本法（仮称）」の施行

民間都市開発プロジェクトに係る規制
緩和・金融措置等（法案提出）

民間都市開発プロジェクトに係る規制緩和・
金融措置等（立上げ支援）

３．社会資本の戦略的な新設・維持管理 社会資本ストックの効率
的、戦略的な新設・維持
管理の実現

2010年～2020年のＰＦＩの
事業規模：少なくとも約10兆

円以上

（PFI法施行から2009年末までの
事業規模累計約4.7兆円の少なく

とも２倍以上の拡大）

コンセッション方式（※）の導入等に
係るＰＦＩ（民間資金等活用事業）制
度の拡充

公物管理の民間開放、公務員の民間
への出向の円滑化、民間資金導入の
制度整備等ＰＰＰ・ＰＦＩの更なる活用促
進へ向けた諸施策の実施

公共施設整備を行う際、まずPFI手法

で整備することを検討する制度の導入
に向けた検討

国及び地方自治体において今後見込ま
れる社会資本の更新需要の洗い出し

国及び地方自治体における社会資本
の維持管理、更新投資等マネジメント
に係る計画の作成の促進

（１）地方の「創造力」と「文化力」の芽を育てる施策

地域資源を最大限活用
した地域力の向上

２．地域政策の方向転換

（２）「地域主権」型社会の構築

※ 施設の所有権を移転せず、民間事業者にインフ
ラの事業運営や開発に関する権利を長期間にわ
たって付与する方式。

道路・河川空間のオープン化等

最大５～８兆円の民間
投資を実現

地域や社会のニーズに対応した国有財産・独立行政法人保有資産の有効活用等

・地域再生等に係る利用促進
・独法資産の実態把握に基づく見直しによる有効活用、国庫納付等の推進

定住自立圏の形成促進 地域主権戦略の一環として課題の整理と解決

「緑の分権改革」の推進

離島・過疎地域等の条件不利地域の
自立・活性化の支援

意欲を有する建設企業
（1万社）の転業・事業転換

「国際戦略総合特区（仮称）」
制度創設に係る法案の提出

指定された「国際戦略総合特区（仮称）」に必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上
の支援措置等の実施

「国際戦略総合特区（仮称）」の理念の周知徹底、提案募集及び指定（国際競争力を発揮
する戦略的区域に限定）

指定された「地域活性化総合特区（仮称）」に必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上
の支援措置等の実施

「地域活性化総合特区（仮称）」の理念の周知徹底、提案募集及び指定（全国で展開し、
地域活性化に資する特区）

「地域活性化総合特区（仮称）」
制度創設に係る法案の提出

建設企業の転業・事業転換支援策の検討・実施



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅣⅣ 観光・地域活性化戦略観光・地域活性化戦略 ～農林水産分野の成長産業化～農林水産分野の成長産業化 ～～ ①①

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

１．戸別所得補償による成長産業化への環境の整備 食料自給率50％

耕地利用率108％

農山漁村に６兆円規
模の新産業を創出

消費者の国産選好度の
向上により、生産額
ベース自給率70％

戸別所得補償モデル対策の実施
戸別所得補償制度の実施

６次産業化促進のための制度の導入
「６次産業創出総合対策」の創設

・農業者、農業法人、食品企業等による6次産業化の推進

・６次産業創出総合対策の実施

・素材・ｴﾈﾙｷﾞｰ・医薬品等の分野におけ
る優良資源の発掘、医療分野等との連携
・優良農家のノウハウ（暗黙知）の活用等

・利用技術の確立
・ビジネス展開への支援

・朝食欠食の需要取込み等国内食品市場の維持・回復への取組の推進
・食品産業の海外展開支援、食品事故対応マニュアルの策定の推進 等

各フードチェーンにおける「安全・安心」の取組の強化
各フードチェーンにおける「安全・安
心」確保のための施策の策定

・ＧＡＰ（農業生産工程管理）の産地での取組の拡大、内容の高度化の推進
・バイオマス資源等を活用した資源循環型農業の導入拡大
・中小食品製造事業者におけるHACCP（危害分析・重要管理点）の導入拡大

・食品ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ制度の整備、原料原産地表示の対象加工食品の拡大

２．意欲ある多様な経営体による農地の有効利用の促進

新農地制度の検証・結論
新農地制度に基づく意欲ある多様な経営体の新規参入促進、

耕作放棄地対策

農山漁村の地域資源を活用し
た新産業創出に関する戦略の
策定

モデル対策の検証、制度導入に向けた検討

４．「安全・安心」「品質」による消費の取込み

資源管理制度の強化及び漁業所得補償制度の導入
資源管理制度の在り方及び漁業所得補償制
度の検討

「食品産業の将来方向（仮称）」
の策定

３．６次産業化等による産業規模の拡大

食品安全行政におけるリスク管理機関を一元化した「食品安全庁」についての検討
食の安全の一層の確
保体制の確立



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅣⅣ 観光・地域活性化戦略観光・地域活性化戦略 ～農林水産分野の成長産業化～～農林水産分野の成長産業化～ ②②

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

木材自給率
50％以上

７．「森林・林業再生プラン」に基づく林業の成長産業化

「森林・林業再生プラン」の実行プロ
グラムの策定

５．総合戦略に基づく輸出促進の強化

・官民協働での輸出環境の整備
・地域・品目の重点化、工程表の策定
・食品産業との連携
・農業海外技術協力との連携

農林水産物等の
輸出額：１兆円水準
（2017年までに）

公共建築物木材利用促進法の施行

重点地域・品目への施策の集中、

検疫協議の加速化

現地のニーズ・嗜好に合わせた日本食・日本食材の普及・啓発等による海外需要
の拡大

戦略及び工程表のフォローアップ

実行プログラムの着実な実施

・「日本型フォレスター」等森林の管理・経営を担う人材の集中的な育成
・恒久的な路網の計画的な整備
・森林計画制度、伐採・更新ルールの抜本見直し
・森林組合及び林業事業体の役割分担の明確化、経営基盤の強化
・「森林管理・環境保全直接支払制度（仮称）」の導入 等

森林・林業基本計画の改定

都道府県方針、市町村方針及び木材製造高度化計画の策定促
進等同法の実効性の確保

「輸出総合戦略」の策定

６．「『食』に関する将来ビジョン」の策定とその実現

全府省一体となった「『食』に関する
将来ビジョン」の策定 「『食』に関する将来ビジョン」の着実な実施

・再生可能エネルギーの導入拡大のための取組の推進
・「食文化」を軸とする観光･産業・文化政策の総合展開
・子どもからお年寄りまで、食や農の教育機能を享受する生活に向けた取組の推進
・医療、介護、福祉との連携の推進
・農山漁村コミュニティの再生、地域活性化に向けた取組の推進 等

「国民全体で農業･農村
を支える社会」の実現



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅣⅣ 観光・地域活性化戦略観光・地域活性化戦略 ～中小企業の活性化～～中小企業の活性化～

2011年度に

実施すべき事項
2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

・起業支援ファンドへの資金供給の弾力化
・経営支援と一体となった地域金融機関と連携しての地域における起業・転業の促進

・複数の町工場が集積する「工場アパート」建設等のための市区町村と連携した制度の創設
・事業を譲り渡したい企業と引き継ぎたい企業の情報マッチングのための「事業引継ぎネットワーク」の創設
・中小企業で活躍できる若手人材の育成

・オールジャパンの体制で準備段階から契約段階まで一貫して支援

・全国展開し、「起業100万社」に向け、
民間投資を促進

・「工場アパート」の導入モデル、「事業引継ぎ
ネットワーク」への金融機関の参加及び事業
引継ぎ支援人材についての全国展開

ＳＢＩＲ（中小企業技術革新）制度に
おける段階的競争選抜方式の本格
導入

ＳＢＩＲ（中小企業技術革新）制度における段階的競争選抜方式の導入拡大

企業集積維持・事業引継ぎ
円滑化策の抜本的強化

・パッケージ支援の定着とフォローアップの充実 ・アジア等重点地域における海外展開
支援策の強化

中小企業の海外展開支援
パッケージの創設

年間の起業数・転業数の大幅
な増加を実現

都市部での企業集積の維持・
発展と、ものづくり中小企業等
の技能・雇用の維持・拡大

中小企業の海外事業の拡大

起業・転業支援策の抜本的強化



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅣⅣ 観光・地域活性化戦略観光・地域活性化戦略 ～ストック重視の住宅政策への転換～～ストック重視の住宅政策への転換～

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

中古住宅流通市場・
リフォーム市場の
規模倍増

中古住宅市場
４兆円→８兆円

リフォーム市場
６兆円→12兆円

１．ストック重視の住宅政策

２．国全体の防災性向上
成長の基盤となる、建
築物の安全性、企業活
動の安定性の確保

耐震性不十分住宅：21％→５％
大企業ＢＣＰ策定率：ほぼ全て
中堅企業ＢＣＰ策定率：50％

マンション管理適正化のためのルール
の策定

老朽マンションの改修に係る決議要
件の適用関係の整理、管理適正化
の推進等マンションストック再生のた
めの環境整備

リバース・モーゲージの活用促進

住宅・建築物の耐震診断、耐震
改修・更新の促進

住宅・建築物の耐震診断、耐震改修・
更新の促進に係る取組の強化

企業における事業継続計画（ＢＣＰ）の
策定促進のための策定事例の収集・
情報提供等の実施

事業継続ガイドラインの充実、企業と
の連携による総合的訓練の実施等
による事業継続計画の実効性向上

リバース・モーゲージの拡充等の検討

（１）ストック重視の住宅政策への転換に必要なトータルプランに基づく市場環境の整備、規制緩和等の実施

中古・リフォーム市場整備のため
の総合的プラン策定、実施

（２）「作っては壊す」社会からの転換を図るための質の高い新築住宅の供給促進

ストック重視の住宅政策への転換を図
るための「住生活基本計画」見直し実施

（３）内需主導の経済成長を実現するための住宅・不動産市場の活性化の促進

建築基準法の改正

ストック重視へ向けた既存不適格等に
係る住宅・建築関連制度の見直し

建物検査、住宅履歴情報、保険制度
等の普及促進策の検討

建築確認の迅速化等市場活性化の
ための建築基準法の見直しの検討

・建物検査・住宅履歴情報の徹底した普及、
中古住宅価額査定・情報提供の仕組み整備、
既存不適格等に係る住宅・建築関連制度の見直し等

・省エネ、耐震、バリアフリー性等
に優れた住宅の普及促進

・長期優良住宅の共同住宅に係
る基準の見直し

老朽マンションの建替え・改修の促進
策の実施



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅤⅤ 科学・技術・情報通信立国戦略科学・技術・情報通信立国戦略 ～知恵と人材のあふれる国・日本～①～知恵と人材のあふれる国・日本～①

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

特定分野で世界トップ50 
に入る研究・教育拠点を
100以上構築

優れた外国人研究者受
入数を３倍

日本人海外長期派遣研
究者数を２倍

国際研究拠点に世界トッ
プレベル研究者を200人

受入

１．国際競争力ある科学・技術・イノベーションシステムの構築

科学技術人材の戦略的・
体系的な育成・確保

理系博士課程修了者の
完全雇用と社会での活用

「トップレベル頭脳循環システム（仮称）」 の構築

東アジア・サイエンス＆イノベーション・エリアの構築

「国立研究開発機関（仮称）」制度
創設の検討

「リーディング大学院」の構築

理数教育の強化と理系進学の促進

国民１人当たりGDPの国

際順位向上

２．科学・技術・イノベーション政策推進体制の強化

「科学・技術・イノベーション戦略本部
（仮称）」の設置

大学・公的研究機関の研究
開発力と人材育成力の強化

・研究環境の国際化と人材
流動性の向上
・アジアの活力との一体化

・アジア共通の課題解決に資する国際共同研究・人材育成等の推進
・共同基金プログラムの設立の検討

・人事・予算執行・目標設定の柔軟化
・戦略的政策課題への重点化と組織の

在り方の検討

•大学評価に応じた重点的資金配分

・国際研究開発拠点、最先端共同研究施設・設備、研究支援体制の整備
・外国人研究者受入れのための研究・生活環境の整備

・総合科学技術会議の改組
・研究開発の重要な政策課題対応への重点化

組

織

改

革

国

際

化

人

材

強

化

科学・技術・イノベーション政策の総合指令塔機能の強化

・「科学の甲子園」「サイエンス・インカレ」の創設
・国際科学オリンピック参加の支援
・スーパーサイエンスハイスクールの強化

・理系学部～博士課程教育
の強化

・理系人材のキャリアパスの
多様化

・産学官協同による理系人材育成のための協議体の構築
・研究開発独法を活用した実践的教育プログラム、研究マネジメント人材の育成

「第２次大学院教育振興施策
要綱（仮称）」の作成

・テニュアトラック制の普及・定着
・「特別奨励研究員事業（仮称）」の創設

産学官の連携による理系大学生・大学院生・博士課程修了者育成と就職支援

若手研究者の自立的研究環
境の整備



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅤⅤ 科学・技術・情報通信立国戦略科学・技術・情報通信立国戦略 ～知恵と人材のあふれる国・日本～②～知恵と人材のあふれる国・日本～②

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

国民１人当たりGDPの国

際順位向上

世界をリードするグリー
ン・イノベーションとライ
フ・イノベーションの成果
創出

３．基礎研究の強化とイノベーション創出の加速

官民合わせた研究開発投
資GDP比４％以上の達成

４．産学官連携、地域イノベーション、知財活用

競争的研究資金の使用ルール統一
・類似制度の整理・統合を含めた競争的研究資金の再編
・審査・フォローアップ体制の改善・強化

６．研究開発投資の促進

事業化に到る研究開発成
果の増加

地域の雇用拡大、新製品
等の関連売上の増加

・政府の関与する研究開発投資の第４期科学技術基本計画に沿った拡充
・研究開発投資の促進に向けた各種施策（研究開発税制等）の検討・実施

５．フロンティアの創出

宇宙産業の振興

宇宙先進国としての国際
的評価の確保

宇宙開発利用の推進

・ベンチャー・中小企業の知財マネジメントの強化（ワンストップ相談窓口の整備）
・イノベーション促進のための特許料金の見直し（減免制度の拡充を含む。）の検討
・ユーザーの利便性向上に資する特許制度の見直し（出願フォーマットの自由化等）

・異分野融合推進、基礎～実用化までシームレスかつ集中的な支援の実施
・プログラム・マネジメント、プロジェクト・マネジメントの強化
・審査・評価システムへの産業界や若手研究者の参画

最先端研究開発支援プログラムの実施

・
基
礎
研
究
力
の
向
上

・研
究
の
デ
ス
バ
レ
ー
の
克
服

・つくばナノテクアリーナの構築

・地域イノベーションネットワークの整備、「知」のプラットフォームの構築

地域イノベーション創出のための共同研究開発の推進、産学官ネットワーク化

世界的な産学官集中連携拠点の構築

・イノベーション創出に必要な研究・実証・成果普及上の規制・制度・体制の整備
・革新的技術分野に関する官民連携や省庁連携を含めた資金供給の円滑化

オ
ー
プ
ン
・イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現

・課題解決型研究開発プロジェクトの推進（大規模疫学研究、技術実証・国際標準化等との一体的な研究開発プロジェクト等）
・新技術開発や新分野開拓を創出する基盤の整備（規制の見直し体制、ワクチン開発基盤、新技術の性能・安全性の

評価・認証拠点、創薬・医療技術支援基盤、生命動態システム科学等）
・関係投資機関との連携による技術系ベンチャー支援の検討・実施

・小型衛星・小型ロケットの開発、衛星データ利用促進プラットフォームの構築 （2012年度に運用開始）
・アジアを中心とした需要の取込み（ODAなどを適切に活用した宇宙システムのパッケージによる海外展開）

・衛星・センサーのシリーズ化、リアルタイム地球観測網の構築、最先端宇宙科学・技術による競争力の確保

・科学・技術予算編成プロセスの抜本的改革などシステム改革を推進



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅤⅤ 科学・技術・情報通信立国戦略科学・技術・情報通信立国戦略 ～ＩＴ立国・日本～①～ＩＴ立国・日本～①

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

自宅やオフィス等での、
主要な申請手続き、証明
書入手の週７日24時間

ワンストップ化

50％以上の地方自治体

において、公平で利便性
が高い電子行政の実現
（政府については、2013
年まで）

情報通信技術を活用し
た行政刷新とオープンガ
バメントの確立

・効率的でセキュアな情報流通方策の検討
・個人・医療機関等間の情報連携の仕組みの

確立

診療明細書及び調剤情報の電子化
方策、運営主体、診療情報・健康情報
等の帰属・取扱い等について結論

コンビニエンスストア、行政機関、郵
便局等への行政キオスク端末の設
置拡大、オンラインサービスの充実
（国民の50％以上が利用可能）

１．国民本位の電子行政の実現

過去の情報通信技術投資の教訓を整理し、徹底した業務の見直し
旅費精算等の内部管理業務について可能なものから即着手

２．地域の絆の再生

「どこでもＭＹ病院」の実現

・過去の診療情報に基づいた医療

・自らの医療・健康情報の電子的管理・
活用

・電子政府の総合窓口（e-Gov）の改善

・公的個人認証サービスの改善
・自治体クラウドの推進

政府CIO等の推進体制の整備

行政サービスのオンライン利用計画の
策定、サービス拡大のためのロード
マップの策定開始

電子行政推進の基本方針の策定

行政が保有する情報を、個人が特
定できない形に集約化・匿名化の
上、 ２次利用可能な形でインター

ネット等で公開

行政保有情報の洗い出し、個人情報
保護に関する制度について検討

・政府CIO設置等の電子行政推進体制

も含め検討

国民の声を踏まえ、公開の対象範囲・方法
について検討

個人に向けた診療明細書・
調剤情報の提供開始

各種情報（診療明細書及び調剤情報、健診情報、健康情報
等）の電子フォーマット等の標準化・整備

個人情報保護を確保することとした
上で、電子行政の共通基盤として、
国民ＩＤ制度を整備

個人情報保護、セキュリティ、情報格差等に留意し、国民ＩＤ制度の導入について検討

※「CIO」・・・Chief Information Officerの略で、組織における情報戦略を考え、実現する責任者。

2015年頃を目途に「光の

道」（全世帯がブロードバン
ドサービスを利用）の実現

情報通信技術の利活用を阻害する
制度・規制等の徹底的な洗い出し等
及び所要の具体的措置を確定

「光の道」構想実現のための所要の法案等
を提出



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

全国の主要道の
交通渋滞の大幅減
（交通事故減にも貢献）

情報通信技術の徹底
的な利活用による新市
場の創出
（約７０兆円の関連新
市場の創出を目指す）

データセンターの国内立地整備等の制
度見直しの検討

データ利活用を促進するための制度見直し等のクラウドコンピューティングの競争力確保のための環境の整備

ホワイトスペースなど新たな電波の有効利用

交通の高度情報化、システムの海外
展開を見据えたロードマップの策定

運用モデルの検討
プローブ情報の集約・活用の効果の検証

グリーンITSサービスの運用開始

（試験運用を含む。）、交通管制の高度化

「教育の情報化ビジョン（仮称）」の策定

21世紀にふさわしい

学校教育の実現

・教科書の電子書籍化等について制度改正を含め検討・推進

ホワイトスペースの活用など電波の
有効利用のための方策の策定

デジタルコンテンツを含む著作物の権
利制限の一般規定について、法制度
整備のための具体案とりまとめ

実現のための著作権法の改正
案の国会提出

著作権制度上の課題（保護期間、
補償金制度の在り方等）につい
て結論（２０１２年）

戦略分野への技術開発の集中・推進（新世代ネットワーク、クラウド、
革新的デバイス、立体映像システム等）

児童生徒１人１台の情報端末による教育の
本格展開の検討・推進

開発成果の早期の市場投入

３．新市場の創出

※「ホワイトスペース」・・・放送用などある目的のために割り当てられているが、地理的条件や技術的条件によって他の目的にも利用可能な周波数。

※「ＩＴＳ」 ・・・Intelligent Transport Systems（高度道路交通システム）の略で、情報通信技術等を活用し、人と道路と車両を一体のシステムとして構築すること
で、渋滞、交通事故、環境悪化等の道路交通問題の解決を図るもの。

大規模サイバー攻撃への対応、クラウド化やIPv6に対応した情報セキュリティガイドラインの策定など

情報通信技術を安心して利用できる環境の整備

官民連携による高齢者・障がい者等に優しいハード・ソフトの検討・開発・普及 高齢者、障がい者の社会
参画促進と安全な暮らし
の確保独居老人見守りサービス

等の提供の実現
見守りに必要な健康・医療・
介護情報の標準化検討

持続可能な地域見守りｻｰﾋﾞｽ
の検討・検証

地域見守りサービス基盤の確立に向け
た規制・制度の課題の抽出

モデル事業等による実証研究

ⅤⅤ 科学・技術・情報通信立国戦略科学・技術・情報通信立国戦略 ～ＩＴ立国・日本～②～ＩＴ立国・日本～②




